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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年６月２８日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（ケーブル） 

発生日時 平成２３年２月２日 １３時００分ごろ 

発生場所 大阪府岬町淡
たん

輪
のわ

漁港北方沖 

 淡輪港西防波堤灯台から真方位０００°４,２００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２２.６′ 東経１３５°１１.０′） 

事故調査の経過  平成２３年２月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 掃海艇 くめじま、５７０トン（基準排水量） 

   ＭＳＣ－６７６（艦記号・艦番号）、防衛省 

   ５８.０ｍ×９.４ｍ×４.２ｍ、木 

   ディーゼル機関２基、合計２,６４７kＷ、平成５年１２月 

Ｂ 漁船 庄 栄
しょうえい

丸、３.７８トン 

   ＯＳ３－４１０５（漁船登録番号）、個人所有 

   ９.６ｍ（Lr）×２.１４ｍ×０.８４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、昭和５４年９月１５日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 艇長Ａ 男性 ５１歳 

   運航二級（防衛省基準） 

    平成１１年取得 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ８０歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年１０月３日 

    免許証交付日 平成２０年２月１３日 

           （平成２５年１１月２７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 遠隔操作ケーブルを損傷 

Ｂ なし（舵が動作不良） 

 事故の経過  Ａ船は、艇長Ａほか３７人が乗り組み、他の掃海艇２隻と共に機雷処分訓

練のため、平成２３年２月２日０９時１５分ごろ、関西国際空港の南西方

沖に設定された南北約１,３７０ｍ及び東西約５５０ｍの訓練海域に到着

し、漂泊した。 

 艇長Ａは、訓練海域の最も南側の海域で準備を行った後、艦橋に両ウイ

ングでの見張り員を含めて８人を、他の場所に残りの乗組員をそれぞれ配

置に就け、１１時３０分ごろ、艦橋において訓練の指揮に当たり、海中に

沈めた模擬標的を機雷処分具で捜索する訓練を開始した。 

 Ａ船は、左舷後部に設置されたクレーンを使用して高さ約１.２ｍ、幅約
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１.２ｍ及び長さ約３ｍの黄色の航走体を左舷側の海面に降ろし、‘航走体

に取り付けた遠隔操縦用の直径約２０㎜の浮揚性があるオレンジ色の機雷

処分具１形誘導電線’（以下「本件ケーブル」という。）を左舷側から約２

００ｍ出した。 

 艇長Ａは、船首を約０１０～０２０°に向け、漂泊して訓練中、航走体

の揚収開始を指示して間もなく、左舷船首約６０°方向にＡ船の船首方を

左方から右方に通過する態勢で東進中のＢ船を視認し、Ｂ船の動静監視を

続けた。 

 艇長Ａは、１２時５８分ごろ、Ｂ船が、Ａ船の左舷前方約５５０～６４０

ｍ付近において右転し、Ａ船の左舷側を通過する態勢となったのを認め、

左舷船首約６０°のところの海面に航走体が浮上しており、同航走体とＡ

船との間に本件ケーブルが浮いていたので、直ちにＢ船に対し、汽笛で長

音を２度吹鳴して注意喚起信号を行うとともに、左舷側のウイングで約１

ｍ四方の赤旗を見張り員に振らせて注意を喚起した。 

 艇長Ａは、Ｂ船が航走体と本件ケーブルに気付いた様子がなく、針路を

変えずに接近してきたので、汽笛で短音５回を２度吹鳴して警告信号を行

うとともに、発光信号を行って注意を喚起したが、Ｂ船が針路及び速力を

保持して航行し、Ａ船の左舷船首約６０°方向に出ていた本件ケーブルの

うち、Ａ船から約１６０ｍのところの海面に浮いていた本件ケーブルに衝

突した。 

 艇長Ａは、感電を防止するために直ちに本件ケーブルの電源を切った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、大阪湾の中央部に設置されたのり養

殖施設の南方沖でたちうお漁を行い、１２時００分ごろ操業を終え、大阪

府阪南市尾崎漁港に向けて帰途についた。 

 船長Ｂは、手動操舵に就き、関西国際空港の南西方沖において南西方向

への潮流により右方に圧流されながら尾崎漁港に向首して約７ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で東進中、右舷前方にＡ船と左舷前

方に他の掃海艇１隻を視認し、Ａ船が船首を北方に向けていたので、Ａ船

が北進しているものと思い、Ａ船の船尾方を通過しようとして右転した。 

 Ｂ船は、Ａ船の左舷側をＡ船の船尾方に向けて南東～南南東進中、船長

Ｂが、Ａ船の左舷側の海面に浮いていた航走体及び本件ケーブルに気付か

ずに航行していたところ、本件ケーブルと衝突して停止した。 

 艇長Ａは、潜水員による本件ケーブルの状況調査を行い、同ケーブルが

Ｂ船の舵に絡んでいたので、同ケーブルを切断してＢ船の舵から外した。 

 艇長Ａは、所属基地及び海上保安庁に事故の発生を通報した。 

 Ａ船は、訓練を中止して航走体を回収し、他の掃海艇２隻と共に基地に

帰投した。 

 Ｂ船は、自力航行して尾崎漁港に帰港した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の初期、潮流 南西流、流速 不明

 その他の事項  艇長Ａは、平成２２年３月２５日Ａ船の艇長として乗艇して以降、本事

故発生海域で１０回訓練を行った。 

 Ａ船は、マストに訓練中であることを示す国際信号旗Ｕ
ユー

・Ｙ
ワイ

旗と掃海作

業に従事していることを示す球形形象物３個（当該船舶から１,０００ｍ以

内の水域が危険であることを示す。）を掲げ、レーダーを２又は４海里レン



- 3 - 

 ジとして使用していた。 

 Ａ船の喫水は、船首約２.９０ｍ、船尾約３.２０ｍであった。 

 艇長Ａは、Ｂ船のほか、Ａ船の左舷側約２,５００ｍのところを約３knの

速力で北進する漁船を視認した。また、Ａ船の北方１,３７０ｍ付近では、

他の掃海艇１隻が漂泊して訓練を行っていた。 

 本件ケーブルには、標識などは付けていなかった。 

 本訓練の実施については、水路通報などに掲載されておらず、また、漁

業関係者への連絡は、行われていなかった。 

 Ｂ船は、本件ケーブルの先端から約４２ｍのところに衝突し、舵と本件

ケーブルとが絡んで停止した。 

 Ｂ船は、操舵室の窓を閉めていた。 

 船長Ｂは、Ａ船の汽笛音が聞こえなかった。また、球形形象物３個の意

味を知らなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、淡輪漁港北方沖において漂泊して訓練

中、艇長Ａが、Ａ船の船首方を通過する態勢であ

ったＢ船が右転し、Ａ船の左舷側に浮いていた本

件ケーブルに向けて接近するのを認め、Ｂ船に対

し、汽笛で警告信号などを行ったものの、本件ケ

ーブルとＢ船とが衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、淡輪漁港北方沖を東進中、船長Ｂが、

船首を北方に向けたＡ船を視認した際、Ａ船が北

進しているものと思い込み、Ａ船の船尾方を通過

しようとして右転したことから、本件ケーブルに

向けて航行することとなり、本件ケーブルに気付

かずに航行し、本件ケーブルと衝突したものと考

えられる。 

 船長Ｂは、操舵室の窓を閉めていたこと、及び

Ｂ船の機関音などにより、Ａ船の汽笛音が聞こえ

なかったものと考えられる。 

原因  本事故は、淡輪漁港北方沖において、Ａ船が漂泊して訓練中、Ｂ船が東

進中、船長Ｂが、船首を北方に向けたＡ船を視認した際、Ａ船が北進して

いるものと思い込み、Ａ船の船尾方を通過しようとして右転したため、本

件ケーブルに向けて航行することとなり、本件ケーブルに気付かずに航行

し、本件ケーブルとＢ船とが衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考  本事故後、Ａ船の所属基地隊では、本事故を踏まえ、訓練の実施につい

て海上保安庁に通知することとし、必要に応じて漁業関係者に連絡するこ

ととした。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・他船からの汽笛信号を聞き漏らさないようにすること。 

 ・操業海域における訓練の実施に関する情報を収集すること。   




